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令 和 ４ 年 ５ 月 ３ 1 日 

環境部ごみ減量対策課 

環境部杉並清掃事務所 

 

 

  杉並区一般廃棄物処理基本計画の策定について 

 

令和４年３月 15 日に杉並区一般廃棄物処理基本計画（令和４年度～12 年度）

（案）を公表し、区民等の意見提出手続を実施した。その結果等を踏まえ、一部

を修正した上で、以下のとおり策定する。 

  

１ 区民等の意見提出手続の実施状況 

（１）実施期間 

令和４年３月15日（火）～令和４年４月15日（金）32日間 

（２）公表方法 

・広報すぎなみ（令和４年３月15日号） 

・区公式ホームページ 

・閲覧（ごみ減量対策課、区政資料室、区民事務所、図書館、 

杉並清掃事務所、同事務所方南支所、同事務所高円寺車庫） 

（３）意見提出実績 

計６件（個人５件、団体１件） 延べ12項目 

・文書    計２件（個人２件、団体０件）延べ２項目 

・電子メール 計３件（個人２件、団体１件）延べ８項目 

・FAX         計１件（個人１件、団体０件）延べ２項目 

 

２ 提出された意見の概要と区の考え方 

（１）区民等の意見概要と区の考え方について 

別紙１のとおり 

（２）修正について 

別紙２のとおり 

なお、区民等の意見による修正７か所を含め、18か所の修正を行う。 

 

３ 修正後の計画 

別紙３のとおり 

 

４ 今後の予定 

令和４年 7月 広報すぎなみ、区公式ホームページにて公表 

 



※網掛けの部分は、計画に反映させた意見

№ 該当頁 意見の概要 区の考え方
修正の
有無

1 7

新型コロナウイルス感染症等の影響による
生活様式の変化等からプラスチック排出量
が増加している要因は、総菜用容器等によ
るものなので、ワンウェイプラスチックの
説明に総菜用容器等を加えてはどうか。

削減が容易なストロー・スプーン・フォー
クを例として挙げましたが、ご指摘の通
り、総菜用容器等のプラスチック製容器包
装も、削減の必要があるワンウェイプラス
チックです。用語説明の例に追加記載しま
す。

有

2

48
49
50
51

家庭ごみの排出状況について、「新型コロ
ナウイルス感染症のごみ性状への影響を観
察」も調査目的とされているが、その結果
が記載されていない。

ご意見を参考に、令和元年度調査と比較し
た、新型コロナウイルス感染症のごみ性状
への影響を記載します。

有

3 －
国際的な機関での取組内容は、目標年等が
西暦表記であることとを踏まえ、本計画に
おいても西暦併記が良いと思われる。

ご提案のとおり、国際的な機関での取組等
は西暦表記であり、杉並区総合計画、実行
計画でも西暦併記であることを踏まえ必要
箇所を西暦併記に修正します。

有

4 －

計画の位置づけの説明に廃棄物の対策が、
いかに二酸化炭素の排出量を削減し、「ゼ
ロカーボンシティ宣言」に貢献するのかと
いうことを加えることで、環境問題全体の
つながりを理解しやすくなると考える。

廃棄物対策と温室効果ガスや地球温暖化対
策との関連については、計画策定の背景な
ど本文中に複数の箇所で触れています。
なお、「ゼロカーボンシティ宣言」との関
連については、計画を冊子化する際に表現
を工夫します。

無

5 －

２Ｒ促進の観点から、衣類は拠点回収だけ
に留まらず、集積所等を活用した、行政回
収によるリユースの拡大も計画に明示すべ
き。

衣類の回収は、リユース目的を中心に考え
ており、雨や汚れに弱く集積所での回収は
困難と考えます。まずは、区民一人ひとり
に資源の大切さを認識してもらい、愛着を
持って長く使うことや、まだ使えるものは
人に譲る、中古品販売店に持ち込むなど再
使用（リユース）を通じた発生抑制に繋げ
ていきたいと考えます。また、引き続き集
団回収を支援していきます。

無

6 －

無駄なコストをかけない資源化事業のた
め、効率的な収集・資源化が必要である。
例として、不燃ごみで収集されている金属
類等を、缶などの資源と合わせて回収・資
源化することは、大幅なコスト削減につな
がるため、現行の不燃ごみの区分の見直し
は検討課題である。

不燃ごみで収集されている金属類等を、缶
などの資源と合わせて回収・資源化するこ
とは、資源化率の向上や処理コストの削減
等の効果が期待される一方、分別区分が分
かりにくくなり、誤排出の増加や、収集容
器や収集曜日の変更など現在の収集方法の
大きな見直しが必要となる可能性がありま
す。
ご提案の件は、今後の収集方法の見直しの
際に検討していきます。

無

区民等の意見の概要と区の考え方

別 紙 １



№ 該当頁 意見の概要 区の考え方
修正の
有無

7 －

良好な集積所環境の確保に関しては記載さ
れているが、集積所分散化への対応策が明
示されていない。
以前、区の計画においては１０世帯に対し
１集積所という考え方であったと思うが、
現行、２世帯で１集積所の設置が可能と
なっている。また、排出側が個々のルール
で排出し、実質的に戸別排出となってし
まっているという拠点があるため、早急な
対策が必要である。

時代の変化に伴い、地域コミュニティが希
薄化し、多数の世帯による集積所の使用・
管理が困難となっています。そのため、少
数の世帯による集積所設置についても柔軟
に対応しています。
また、ご指摘の実質的に戸別収集となって
いる集積所につきましては、作業員や委託
事業者の負担増加に繋がるため、発見次第
是正に努めているところです。
一方、戸別収集に対する区民からの要望は
年々増加しています。戸別収集について
は、実施による分別の徹底、ごみの減量化
は期待できますが、収集・運搬経費の増大
も見込まれますので、今後慎重に調査・検
討を行うこととしています。

無

8 －

譲り合いのコミュニティづくりを、より身
近に作ることで、ごみの削減のみならず、
地域住民の連携を深め、定着率や治安の維
持、安心感、幸福感の創出にもつながるた
め、地域の環境にやさしいお店等を積極的
に発信してほしい。

ご指摘のとおり、良好なコミュニティづく
りは、ごみの減量のほか多くのメリットが
あると認識しています。
区の広報紙やSNS等を活用し、地域の実情に
応じたごみの減量につながる様々な情報の
周知・広報に努めていきます。

無

9 －

生ごみの問題の解決策として、区内の公共
農園で生ごみの堆肥化プロジェクトを行う
ことにより、化学肥料の使用量削減、区内
の緑化等も同時に図れるため、区内農家へ
の利用を打診することが効果的である。
また、生ごみ処理機の購入費補助の枠を拡
大させ、コンポスト容器も対象にしてほし
い。
その他の解決策として、設備費等の問題は
考慮しなくてはならないが、メタンガス化
によるエネルギー生産も検討できる。

可燃ごみの3割強を占める生ごみの資源化
は、重要な課題であると認識しています。
一方で、資源化に向けた生ごみの分別回収
は、資源化後(堆肥)の活用先の確保が都市
部では難しいことが課題となっています。
また、エネルギー資源化についても高額な
設備設置等が課題となって進んでいない現
状です。
今後とも様々な可能性を踏まえて検討して
いきます。
生ごみ処理機の購入費助成については、コ
ロナ禍による区民ニーズの増加等を踏まえ
て拡充しましたが、助成対象にコンポスト
容器を追加することについては、今後の申
請件数等を勘案して検討します。

無

10 －
プラスチックは、削減すべきものである
が、必要不可欠な場合もあるので、企業努
力で形状の均一化やリサイクルしやすいも
のに改良してもらいたい。

今年4月から施行された「プラスチックに係
る資源循環の促進等に関する法律」にも、
プラスチック使用製品設計指針の策定等が
規定され、国としても、リサイクルが容易
な製品を推奨していく予定です。区として
も、都や国を通じて、企業等に対してリサ
イクルが容易な製品の製造を求めていきま
す。

無

11 －

廃食用油の回収拠点は14ヶ所あるようだ
が、十分でない。また、廃食用油を精製し
てBDF燃料とし、区内に会員制のBDFスタン
ドを造れないか。

令和４年４月１日より地域区民センター６
か所を廃食用油の回収拠点として増設し、
区内11ヶ所としています。
回収拠点の更なる増設やバイオディーゼル
燃料の活用等については、今後の回収量の
推移等を考慮したうえで判断していきま
す。

無

12 －
廃食用油を月に一度集積所回収してもらい
たい。

廃食用油は、容器の密閉状況や内容の確認
が必要であることから、集積所での回収は
困難であると考えております。今後とも拠
点における対面での回収を進めていきま
す。

無



区民等意見による修正は、網掛けで記載

№ 頁 項目等

1 4
１　計画の位置
づけ

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第6条1項に基づき、

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律（以下「廃棄物処理法」とい
う。）第6条1項に基づき、

より適切な記述に修正

2 4
１　計画の位置
づけ

また、本計画は新たな基本構想が目指す
将来像の実現に向けた清掃分野における
計画であり、総合計画等との整合性を図
るとともに、

また、本計画は新たな基本構想が目指す
将来像の実現に向けた清掃分野における
計画であり、杉並区総合計画（以下「総
合計画」という。）等との整合性を図る
とともに、

より適切な記述に修正

3 7
（1）更なるごみ
の減量

※1　ワンウェイプラスチック:一度だけ
使用した後に廃棄される、使い捨てプラ
スチック（例：コンビニで配布されるス
トロー・スプーン・フォーク）。

※1　ワンウェイプラスチック:一度だけ
使用した後に廃棄される、使い捨てプラ
スチック（例：コンビニなどで配布され
るストロー・スプーン・フォーク・総菜
用容器等）。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.1〕

4 11 ４　計画指標
本計画の指標設定に当たっては、総合計
画・実行計画との整合性を図りつつも、

本計画の指標設定に当たっては、総合計
画等との整合性を図りつつも、

No.2の修正に伴い、
より適切な記述に修正

5 14
（4）食品ロス削
減

令和元年(2019年)10月には食品ロス削減
推進法が施行されるなど、

令和元年(2019年)10月には食品ロスの削
減の推進に関する法律が施行されるな
ど、

より適切な記述に修正

6 15
【取組2　更なる
資源化の推進】

さらに、プラスチック資源循環促進法を
踏まえた国や都等の動向を注視し、

さらに、プラスチックに係る資源循環の
促進等に関する法律（以下「プラ資源循
環法」という。）を踏まえた国や都等の
動向を注視し、

より適切な記述に修正

杉並区一般廃棄物処理基本計画の修正一覧

修正箇所
計画案

修正内容
（修正は下線部）

修正理由

別紙２



№ 頁 項目等

修正箇所
計画案

修正内容
（修正は下線部）

修正理由

7 16

（4）新たな資源
化の検討（プラ
スチック資源化
の推進等）

また、プラスチック資源循環促進法の制
定を踏まえて、

また、プラ資源循環法の制定を踏まえ
て、

No.6の修正に伴い、
より適切な記述に修正

8 22
（3）外国人居住
者等対策

言語や文化等の違いから、区内の外国人
居住者が区のごみ出しルールを理解し、
事業系有料ごみ処理券を貼付しないケー
ス等、ごみを適正に排出することが困難
な場合があります。このような問題を解
決するために、7か国語に対応した刊行物
や外国人広報（Ｈｅｌｌｏ　ｓｕｇｉｎ
ａｍｉ）に加え、

言語や文化等の違いから、区内の外国人
居住者が区のごみ出しルールを理解でき
ず、事業系有料ごみ処理券を貼付しない
ケース等、ごみを適正に排出することが
困難な場合があります。このような問題
を解決するために、7か国語に対応した刊
行物や英語版広報紙（Ｈｅｌｌｏ！ＳＵ
ＧＩＮＡＭＩ）に加え、

誤記による修正

9 39
（4）区民一人1
日当たりのごみ
排出量の推移

区民一人一日あたりのごみ排出量につい
て、

区民一人１日当たりのごみ排出量につい
て、

誤記による修正

10 43 (3)資源回収率

資源回収率とは、ごみ収集量と資源回収
量のうち、古紙・びん・かん等の資源が
資源として適正排出されている割合で
す。

資源回収率とは、ごみ収集量と資源回収
量のうち、古紙・びん・かん等の資源が
適正排出されている割合です。

より適切な記述に修正

11 46
2-3　家庭ごみの
排出状況

2-3　家庭ごみの排出状況 2-3　家庭ごみの排出状況調査 より適切な記述に修正

12 48
資料編
組織分析調査
・可燃ごみ

可燃ごみの組成割合（区内全体の推計
※）は図表①に示すとおりです。最も割
合が多いのは「生ごみ」33.80％、次いで
「その他可燃物」19.92%、「紙類」
16.74％となっています。

可燃ごみの組成割合（区内全体の推計
※）は図表①に示すとおりです。最も割
合が多いのは「生ごみ」33.80％、次いで
「その他可燃物」19.92%、「紙類」
16.74％となっています。新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける前に実施した
令和元年度(2019年度)組成分析調査と比
較すると、「生ごみ」は約3％減少しまし
たが、「プラスチック」が約6％増加して
います。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.2〕

13 49
資料編
組織分析調査
・不燃ごみ

不燃ごみの組成割合（区内全体の推計）
は図表②に示すとおりです。最も割合が
多いのは「小型家電」25.81％、次いで
「金属製品」16.40%、「可燃ごみ」
15.84％となっています。

不燃ごみの組成割合（区内全体の推計）
は図表②に示すとおりです。最も割合が
多いのは「小型家電」25.81％、次いで
「金属製品」16.40%、「可燃ごみ」
15.84％となっています。新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける前と比較する
と、「小型家電」「金属製品」がそれぞ
れ約5％の増加、ガラス類が約4％減少し
ています。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.2〕



№ 頁 項目等

修正箇所
計画案

修正内容
（修正は下線部）

修正理由

14 50

資料編
未利用食品調査
・生ごみ中の未
利用食品混入割
合

生ごみ中の未利用食品混入割合は以下に
示すとおりです。未利用食品は、生ごみ
の13.88％を占めています。

生ごみ中の未利用食品混入割合は以下に
示すとおりです。未利用食品は、生ごみ
の13.88％を占めており、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける前と比較する
と、約4％増加しています。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.2〕

15 50

資料編
未利用食品調査
・生ごみ中の未
利用食品混入割
合

このような未利用食品の廃棄を削減する
ためにも、フードドライブ事業の普及活
動と拡充に向けた取組が重要です。

このような未利用食品の廃棄を削減する
ためにも、フードドライブを含めた食品
ロス削減に関する各事業の推進や区民へ
の普及啓発に取り組むことが重要です。

より適切な記述に修正

16 50

資料編
未利用食品調査
・種類別排出割
合

未利用食品を種類別に「野菜果物」「魚
介・肉類」「菓子類」「調味料類」「飲
料」「その他」の6つに区分しました。種
類別排出割合は以下に示すとおりです。
「その他」を除くと、「野菜果物」
37.20％が最も高く、次いで「菓子類」
24．80％となっています。

未利用食品を種類別に「野菜果物」「魚
介・肉類」「菓子類」「調味料類」「飲
料」「その他」の6つに区分しました。種
類別排出割合は以下に示すとおりです。
「その他」を除くと、「野菜果物」
37.20％が最も高く、次いで「菓子類」
24．80％となっています。新型コロナウ
イルス感染症の影響を受ける前と比較す
ると、「野菜果物」が約11％増加してい
ます。一方で「菓子類」は約3％減少して
います。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.2〕

17 51

資料編
未利用食品調査
・残存量別排出
割合

未利用食品を残存量別に「100％残存」
「50％以上残存」「10％以上残存」の3つ
に区分しました。調査結果は以下に示す
とおりです。「100％残存」のものが76．
40％も含まれています。

未利用食品を残存量別に「100％残存」
「50％以上残存」「10％以上残存」の3つ
に区分しました。調査結果は以下に示す
とおりです。「100％残存」のものが76．
40％も含まれており、これは新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受ける前と比較
すると、約39％増加しています。一方
で、「50％以上残存」は約20％、「10％
以上残存」は約19％減少しています。

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.2〕

18 本文中
本文中において西暦併記が適当な元号表
記のすべて
例）令和３年度

例）令和３年度（2021年度）

区民等の意見の提出手続
の意見を踏まえ、より適
切な記述に修正
〔別紙1　No.3〕
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第 1章 計画の基本的事項 
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１ 計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

第 6 条 1 項に基づき、一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本的な方針

を定めるもので、同法に基づく「ごみ処理基本計画（第 2章）」及び、「生活排水

処理基本計画（第 3章）」に加え、食品ロスの削減の推進に関する法律第 13条第

1項に基づく「食品ロス削減推進計画（第 4章）」を包含するものとします。 

また、本計画は新たな基本構想が目指す将来像の実現に向けた清掃分野にお

ける計画であり、杉並区総合計画（以下「総合計画」という。）等との整合性を

図るとともに、国、都、東京二十三区清掃一部事務組合等の動向にも十分に配慮

したものとします。 

 

２ 計画期間 

本計画の計画期間は総合計画との整合を図り、令和 4 年度(2022 年度)を計画

初年度とし、令和 12 年度(2030 年度)を最終（目標）年度とした 9 年間としま

す。 

なお、総合計画等の改定や、国・都の動向、社会情勢の変化に合わせ、必要な

改定等を行います。 

第
１
章 
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３ ＳＤＧｓと区の取組 

  本計画に基づき取り組む、ごみの減量や資源化、生活排水の処理等は「誰一

人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現に向けて、平成

27 年(2015 年)9 月に国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発のための

2030 アジェンダ）と強く関連するものです。本計画はＳＤＧｓの目標年次で

ある令和 12年(2030年)と計画期間が重なることから、ＳＤＧｓの項目と区の

取組との対応関係を明示することで、世界規模の課題とごみ・資源等とかかわ

る課題は連なっていることを区民の方々と共有しながら各取組を推進してい

きます。 

 

【ＳＤＧｓに掲げる 17 のゴール】 
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第２章 ごみ処理基本計画 
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１ 現状と課題 

区では、これまでも計画に基づく取組を推進してきました。これまでの取組の

実績を踏まえた現状と主な課題は以下のとおりです。 

（１）更なるごみの減量 

区は、ごみ・資源の分別徹底及び資源化の推進により、ごみの減量を進めてき

ました。ごみの焼却時や埋立処分場からは地球温暖化に悪影響を与える温室効

果ガスが発生するため、ごみの減量はその処分に必要なエネルギー及び温室効

果ガスの発生量を削減でき、地球温暖化対策に寄与する取組と言えます。 

新型コロナウイルス感染症等の影響による生活様式の変化等から、プラスチ

ックの排出量が増加しています。そのため、特に大部分を占めるワンウェイプ

ラスチック※1を中心とした発生抑制に向けた取組が重要となります。また、事

業活動に伴って発生するごみについても、排出者責任に基づく削減に向けた取

組が重要であり、適正な分別と資源化に向けた誘導を進めていく必要がありま

す。 

平成 30年(2018年)4月から家庭系の食品ロス※2削減に向けて開始した「フ

ードドライブ」は、常設受付窓口を 12か所（令和 3年度(2021年度)末現在）

まで拡大し、回収量も年々増加しています。今後は更なる取組の拡充に向け、

関係部署とも連携し、拠点回収と併せて、地域での自主的な社会貢献活動とな

るよう支援していくことが求められます。 

また、事業系の食品ロス削減については、事業者等と連携した取組｛食べの

こし 0（ゼロ）応援店※3・フードシェアリングサービス※4等｝を更に推進して

いく必要があります。 

集積所管理の負担軽減や排出者責任の明確化等を理由に、戸別収集に対する

区民からの要望が年々増加しています。実施による分別の徹底、ごみの減量が期

待される一方、集積所からの収集方法と比較して、収集・運搬経費が大幅に増大

します。また、先行実施している自治体の多くは、家庭ごみの排出量に応じた負

担を課し、公平性を確保しています。そのため、戸別収集の実施については、区

民意見の把握や費用対効果、狭小路地が多い地区への対応などを踏まえ、引き続

き収集方法の調査・検討を慎重に行う必要があります。 

※1 ワンウェイプラスチック:一度だけ使用した後に廃棄される、使い捨てプラスチック（例：コンビニ

などで配布されるストロー・スプーン・フォーク・総菜用容器等）。 

※2 食品ロス:まだ食べられるのに捨てられてしまう食品。 

※3 食べのこし０（ゼロ）応援店:小盛メニューの提供や持ち帰り希望者への対応など、食品ロスの削減

Ⅰ 計画策定の背景 
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に取り組んでいる店舗。 

※4 フードシェアリングサービス:廃棄となる食品を割引価格で販売する店舗と消費者をマッチングする 

サービス。 

 

（２）分別の徹底と資源化の促進 

区は、収集した金属分を含む粗大ごみ、不燃ごみの資源化や小型家電 15品

目の拠点回収を開始したほか、平成 31年(2019年)4月から廃食用油の拠点回

収（5か所）を開始しました。 

しかし、排出されるごみの中には未だに多くの資源が含まれていることか

ら、ごみの減量に繋げ、資源化の促進を図るため、これらの分別を更に推進す

ることが必要です。 

そのためには、家庭ごみについては、排出状況調査を継続的に実施し、その

結果を踏まえ、資源化可能な品目について分別の徹底を周知していくことが重

要です。 

区の収集を利用する事業系一般廃棄物排出事業者に対しては排出抑制を図る

観点からも、引き続き事業系有料ごみ処理券の適正な貼付の指導・周知が必要

です。 

 

（３）区民・事業者・ＮＰＯとの協働 

これまでも、町会・自治会との協働事業（懇談会、研修会、施設見学会）

や、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会杉並区支部への協力依頼等によ

り、区民に対し協働してごみ・資源の分別の周知を図り、まちの衛生環境と美

観の維持に貢献してきました。 

また、地域団体が実施する集団回収は、ごみの減量や資源化に向けた区民の

具体的な行動につながる取組ですが、資源が減少傾向にあるなかで、活動団体

構成員の高齢化などに伴い実施団体・資源回収量ともに減少しているため、団

体の活動が継続できるよう支援の充実を図る必要があります。 

ふれあい収集※は、ごみ出しが困難となる高齢者や障害者のみの世帯のごみ出

し援助による生活衛生環境の悪化防止や安否確認につながる取組になっていま

す。今後、高齢者人口の増加などを背景に、対象世帯の増加が見込まれることか

ら、民間サービスとの役割分担など事業の効率化を検討する必要があります。 

※ ふれあい収集: 自分でごみや資源を集積所まで持ち出すことが困難な高齢者（65歳以上）や障害者の

みの世帯で、身近な人の協力を得ることができない方を対象に家の玄関（ドア）前または門の前から

ごみ・資源を収集すること。また、ごみ・資源が出ていない場合には声かけや高齢者部門等への連絡

など安否確認も合わせて行う。 
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（４）多様な情報媒体の活用と教育の充実 

外国人世帯の増を踏まえ、区では多言語のリーフレットやイラストを多用し

たごみ集積所看板を活用するとともに、スマートフォン用アプリケーション「な

みすけのごみ出し達人（マスター）」を、日本語、英語、中国語、韓国語・朝鮮

語、ネパール語、ベトナム語、フィリピノ語の 7か国語対応にして、収集曜日や

分別ルール等の啓発・周知に努めています。 

 また、現在、子ども向けにごみの減量、資源の分別についての体験を交えた環

境学習を実施するほか、町会・自治会向けに清掃懇談会や研修会を開催し環境保

全への理解を深めています。今後は子どもだけでなく、より幅広い世代を対象と

する環境学習の内容や実施方法の工夫が求められています。 

 

（５）公民協働による継続的な進行管理 

区民一人 1 日当たりのごみ排出量は、区民や事業者によるごみ減量への取組

が進んでいるものの、新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、最終目標値

（令和 3 年度(2021 年度)）の 450ｇに対して、475ｇ（推計）となっています。

目標達成は困難な状況ですが、今後もより高い目標を掲げて、これを目指した積

極的な取組を継続し、更なる減量に努めていく必要があります。 

また、資源回収率は、新聞・雑誌等のデジタル化による発行部数の減少、ペッ

トボトルへの転換によるびん・缶の生産減少等の変化に伴い、資源そのものが減

少していることから平成 26年度(2014年度)をピークに年々減少しています。最

終目標値（令和 3年度(2021年度)）の 33％に対して、26.9％（推計）となって

おり、目標達成は困難な状況です。 

今後は、資源を含むごみの総量を削減する発生抑制の取組が重要となること

から、これまでの取組と目標達成状況等を踏まえ、ごみの減量、資源化等の進捗

度を示す新たな指標を定め、区、区民、事業者等で広く情報を共有し、意識改革

や行動変容を促進していくことが求められます。 

 

  



10 

 

２ 基本目標 

資源を大切にするまちをつくる 

これまでの計画では、前杉並区基本構想における環境・みどり分野の目標「み

どり豊かな環境にやさしいまち」を「基本目標」とし、その実現のための「計画

目標」として、「区民が主体となりごみの減量化に向けて着実に取り組んでいけ

る地域社会の実現」を別に掲げてきました。本計画では、新たな杉並区基本構想

の実現を目指すという観点から、環境・みどり分野の取組の方向性のうち、清掃

分野における方向性である「資源を大切にするまちをつくる」を本計画の統一し

た「基本目標」として設定します。 

 

３ 取組体系 

これまでの計画では、5つの取組を掲げ、目標達成に向けそれぞれの取組を行

ってきました。本計画では、従前の「取組２ 分別の徹底と資源化の推進」につ

いては、発生抑制と資源化、分別の徹底の取組を分かりやすく整理する観点から、

取組を「更なる資源化の推進」「ごみの排出マナー向上と良好な集積所環境の確

保」の 2つに分け、それぞれに更なる充実を図ることとします。 

 

 

現計画取組  新計画取組 

1 更なるごみの減量 1 ごみ・資源の発生抑制の推進 

2 分別の徹底と資源化の推進 

2 更なる資源化の推進 

3 ごみの排出マナー向上と良好

な集積所環境の確保 

3 区民・事業者・ＮＰＯとの協

働 

4 区民、事業者等との協働 

4 多様な情報媒体の活用と教

育の充実 

5 多様な媒体を活用した啓発活

動の充実 

5 公民協働による継続的な進

行管理 

6 継続的な進行管理と効率的・効

果的な組織の見直し 

 

 

 

 

（これまでの計画） （新計画） 
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４ 計画指標 

本計画の指標設定に当たっては、総合計画等との整合性を図りつつも、区民の

理解と協力を得た取組の展開を推進する観点から、分かりやすく客観的な数値

を示し、その進捗度が区民に理解しやすいものとします。 

前計画で指標とした「資源回収率」について、区は、これまで当該指標の達成

に向け、様々な品目の資源化を検討・実施してきました。引き続き資源化の推進

は重要ですが、デジタル化の進展等を背景に、資源そのものが減少傾向にありま

す。 

そのため、今後は資源を含めたごみの発生抑制の観点から、3Ｒ※（リデュ―ス、

リユース、リサイクル）の中でも優先順位の高い 2Ｒ（リデュース、リユース）

の進捗状況を評価できる、「ごみ・資源総排出量指数」を新たな指標として設定

します。また、「区民一人１日当たりのごみ排出量」についても引き続き指標と

します。なお、「資源回収率」についても引き続き推移を把握し、取組に生かし

ていきます。 

一方、家庭から出される可燃ごみの約 34％を占める生ごみの減量も大きな課

題です。そこで、食品ロス削減の目安にもなることから、「可燃ごみに含まれる

生ごみの量」を新たな指標として設定します。 

上記のような観点から、新たな指標を追加し、今後 10年程度の取組の進捗や

区民の行動変容を見据えた、数値目標を次のとおり設定します。 

※ 3Ｒ:Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース＝廃棄物等の発生を抑制する）、Ｒｅｕｓｅ（リユース＝再使用する）、

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル＝再生利用する）の総称であり、循環型社会を構築する上での基本的な

考え方。 
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【数値目標】 

  

現状値 

目標値 

単位 令和 6年度 

(2024年度) 

令和 9年度 

(2027年度) 

令和 12年度 

(2030年度) 

（最終目標年度） 

指標 1 ごみ・資源総排出量

指数 

100 

令和 2 年度 

(2020年度) 

94.0 89.5 85.0 ― 

指標 2 区民一人 1日当たり

のごみ排出量 

479 

令和 2 年度 

(2020年度) 

451 430 410 ｇ／人日 

指標 3 可燃ごみに含まれる

生ごみの量 

33,638 

令和元年度 

(2019年度) 

32,700 31,300 29,900 ｔ 

＜指標 1＞ごみ・資源総排出量指数…令和 2 年度(2020 年度)の区民一人 1 日あ

たりのごみ・資源総排出量を 100とした指数 

＜指標 2＞区民一人 1日当たりのごみ排出量＝（区が収集している年間の可燃ご

み量＋不燃ごみ量＋粗大ごみ量）÷人口÷365（366）日 

＜指標 3＞可燃ごみに含まれる生ごみの量＝（区が収集している年間の可燃ごみ

量）×（可燃ごみに含まれる生ごみの割合※） 

※家庭ごみ排出状況調査の結果を使用する 

479 
451 

430 
410 

360
380
400
420
440
460
480
500

＜指標2＞区民一人１日当たりの

ごみ排出量 （ｇ/人日）

33,638 

32,700 

31,300 

29,900 

28,000

30,000

32,000

34,000

元年度（実績） 6年度 9年度 12年度

＜指標3＞可燃ごみに含まれる生ごみの量 （ｔ）
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94.0 

89.5 

85.0 

75

80

85

90

95

100

＜指標1＞ごみ・資源総排出量指数
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【取組 1 ごみ・資源の発生抑制の推進】 

 

 

 

地球温暖化対策にもつながるごみ・資源の発生抑制を推進するために、3Ｒ（リ

デュース、リユース、リサイクル）の中でも優先順位の高い 2Ｒ（リデュース、

リユース）を普及啓発し、食品ロスやワンウェイプラスチックの削減を中心とし

た、ものを大切に使う・繰り返し使うなど、区民にとって分かりやすく継続して

実行できる取組を検討・実施します。さらに、身近なことを通して、区民一人ひ

とりがごみ減量への意識を高め、ライフスタイルを転換するきっかけとなる取

組の検討に着手します。 

また、可燃ごみの約 34％を占める生ごみの対策が重要なため、生ごみ処理機

購入費助成など、これまでに取り組んできた食品ロス削減、生ごみ対策を継続・

充実していきます。 

 

具体例 

（1）2Ｒ（リデュース、リユース）の推進 

「循環型社会」※においては、生産から消費・使用、廃棄に至るまでのライ

フサイクル全体で、限りある資源を効率的に利用するとともに、循環させてい

くことが重要です。企業の生産活動においては、原材料を効率的に使うほか、

リサイクルしやすい製品や長寿命製品の設計を行うなど、限りある資源を大

切に使うことが重要です。また、個人の活動においては、不必要にモノを消費・

使用し、すぐに廃棄しないよう発生抑制（リデュース）に取り組むことが求め

られています。 

そのため、区民一人ひとりが資源の大切さを意識し「新たにモノを増やさな

いこと」を前提とした行動変容を促していきます。また、壊れたものは修理し

て愛着を持って使うことや、まだ使えるものは人に譲る、中古品販売店に持ち

込む等、再使用（リユース）を通じて発生抑制に繋げていきます。 

※ 循環型社会: 天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り減らす社会。 

 

  

Ⅱ 各取組と具体例 
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（2）プラスチックごみの削減 

ワンウェイプラスチックを可能な限り使わない・もらわな

い取組やマイボトル利用促進のため、給水機の設置や事業者

が行う給水サービスを周知する等の仕組みを作り、その効果

を検証しながら促進を図ります。  

また、レジ袋削減に加え、製造者や販売店等に

対して過剰包装やワンウェイプラスチックの使

用量削減に向けた働きかけを行います。 

 

（3）生ごみ対策                        

区が収集する可燃ごみの約 34％が生ごみとなっています。生ごみは水切り

をするだけで、ごみの重さが約 10％減少し、臭いやごみ出しの負担も軽減さ

れます。そのため、食材の使い切りや有効利用等による生ごみ

の発生抑制、水切りの定着に向けた普及啓発のほか、生ごみ処

理機購入費助成を実施します。また、生ごみのたい肥化等のリ

サイクルモデル事業の実施など、新たな取組の検討に着手しま

す。 

 

（4）食品ロス削減 

食品ロスの削減は平成 27年(2015年)9月の国連サミットにおいて、令和 12

年(2030年)に向けた国際目標である「ＳＤＧｓ」に言及されるとともに、令

和元年(2019 年)10 月には食品ロスの削減の推進に関する法律が施行される

など、国、自治体、事業者、消費者等の多様な主体が連携して取り組まなけ

ればならない重要課題となっています。 

食品ロス削減に関する詳細は、別途「食品ロス削減推進計画（第 4 章）」で

掲載します。 

  

令和 5年(2023年)3月末まで区役所

内で試験的に設置している給水機 
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【取組 2 更なる資源化の推進】 

 

 

 

ごみの排出量を最小限に留めるためには、「ごみ・資源の発生抑制」を図るこ

とに加え、これまで以上に資源化を推進することが必要です。そのため、更なる

資源化の推進に向け、適正分別の周知を徹底するとともに、区民の身近な窓口

（地域区民センター等）を活用した拠点回収の充実を図ります。 

また、粗大ごみ・不燃ごみ、小型家電製品に含まれる有用金属（金・銅・白

金・パラジウム）の資源化は、ごみの減量にも有効な取組であるため、引き続

き実施します。  

さらに、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラ資源

循環法」という。）を踏まえた国や都等の動向を注視し、プラスチックの分別・

回収と新たな資源化等の実施に向けた検討に着手します。 

 

具体例 

（1）資源化事業の推進（廃食用油等の拠点回収の拡充） 

区では廃食用油、小型充電式（二次）電池の回収拠点を 5か所設けています

が、限りある資源の有効活用について取組を充実させるため、区民の身近な窓

口である地域区民センターを廃食用油と小型充電式（二次）電池、使用済みイ

ンクカートリッジの新たな回収拠点とし、回収量を増やしていきます。また、

廃食用油を原料とした飼料、肥料、せっけんへの活用を

推進していきます。廃食用油を活用したバイオ燃料自動

車の導入促進については、バイオ燃料の原料供給や製造

コストなど様々な課題があるため今後の動向を注視し、

対策を検討します。 

電化製品等に内蔵され取り外しができない小型充電

式（二次）電池の取扱いについては、国等を通じて製造

事業者等に対する改善要望を行うとともに、安全な回収

方法等について引き続き検討します。 
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（2）粗大ごみ・不燃ごみの資源化 

区は、平成 25年度(2013年度)に金属分を含む粗大ごみ、不燃ごみの資源化

を開始しました。粗大ごみ、不燃ごみの減量、資源有効利用の観点からこれら

の資源化を継続します。 

なお、金属分を含む不燃ごみ以外の資源化については費用対効果等に課題

があることから、他自治体での取組状況を注視しながら慎重に検討していき

ます。 

 

（3）小型家電の資源化 

区は、小型家電に含まれる有用金属を資源化するため平成 25年(2013年)か

ら携帯電話等の小型家電 15 品目の拠点回収を開始しまし

た。また、不要になった小型家電に含まれる有用金属（金・

銀・銅）を東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会の入賞メダルに活用する取組（「都市鉱山からつくる！み

んなのメダルプロジェクト」）に区も協力してきました。小

型家電の指定品目については、それぞれの回収量等を確認

しながら追加・入替について検討するとともに、拠点回収

を継続して実施します。 

 

（4）新たな資源化の検討（プラスチック資源化の推進等） 

利便性があり、多くの人々が利用するペットボトルについては、マイボトル

の利用を推奨することで使用量そのものを減らします。回収したペットボト

ルについては環境負荷が少ないリサイクル手法（ボトル to ボトル※）を導入

するなど限られた資源の有効利用に寄与した取組を実施します。 

また、プラ資源循環法の制定を踏まえて、新たなプラスチックの資源化を推

進するため、製品プラスチックを含むプラスチックの分別回収・資源化につい

て、令和 6 年度(2024 年度)からの一部地域での試行実施に向けて調査・検討

を行います。 

※ ボトル toボトル: 使用済みペットボトルをペットボトルとして再生利用すること。 

 

（5）事業系ごみの資源化の推進 

事業系ごみは、事業者が自らの責任で処理することが原則ですが、区が有料

で収集を行う事業系一般廃棄物排出事業者については、指導・啓発による資源

の分別の更なる適正化を図っていきます。また、一般廃棄物収集運搬許可業者

に収集や処理を委託している事業者については、排出者責任に基づき、ごみの
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減量とともに一層の資源化に向けて勧奨していきます。 

【取組 3 ごみの排出マナー向上と良好な集積所環境の確保】 

 

 

 

ごみや資源の分別意識の向上を図り、一層のごみの減量を進めるため、適正な

分別ルールの周知・啓発を推進するとともに、不適正にごみを排出する区民、事

業者等への丁寧な指導等を行い、集積所の環境美化に努めます。 

また、良好な集積所環境を確保するため、カラスによる集積所への被害を防止

する折り畳み式防鳥用ボックスや防鳥用ネットの配布を継続するとともに、小

規模集積所（少数世帯向け）への対応を工夫するなど、集積所利用者の実情に配

慮した取組を進めます。 

 

具体例 

（1）ごみの適正排出の徹底                    

ごみの減量や集積所の環境美化を保つため、区民に対して、引き続きごみの

排出ルールへの協力や分別の徹底を求めていきます。 

依然として、資源の持ち去りが発生しているため、目撃した区民から広く情

報提供を募るとともに、引き続き早朝回収や巡回パトロールを実施し、防止に

努めます。 

 

（2）事業系ごみ対策 

事業活動によって発生する廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に

処理することが廃棄物処理法に定められています。そのため、事業者の処理責

任を明確にするとともに、適正処理に向けた指導等を行います。   

また、区の収集を利用する事業者に対しては、許可業者による収集への移

行、事業系有料ごみ処理券の適正貼付について的確な指導・助言を実施しま

す。さらに、事業系大規模建築物に対する立入検査や廃棄物管理責任者講習会

を継続して実施することで、ごみの減量や適正分別の啓発を推進します。 
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（3）良好な集積所環境の確保 

良好な集積所環境を確保するため、折り畳み式防鳥用ボックスや防鳥用ネッ

トを引き続き活用します。使用上のルールの周知や耐久性の改善、小規模集積

所（少数世帯向け）の小さなサイズの新設等、これまでの取組の継続に加え、

使いやすさも考慮し、長く使用できるものの導入を調査・研究します。 

 

 

 

 

 

 

 

（4）ふれあい収集、ふれあい連絡帳の更なる充実 

ごみ出しが困難な高齢者や障害者のみの世帯に対する戸別収集や粗大ごみ

の運び出し等のふれあい収集については、その対象者のニーズに合わせて、

効率的かつ臨機応変な運用を図ります。 

高齢化の進行とともに、核家族化、地域社会のコミュニケーションの希薄

化により孤立していく世帯の増加が懸念されます。ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の観点からも、日常生活に欠かすことのできないごみ・資源の回収

時に、ふれあい通信や声掛けにより地域社会で孤立させないように努めま

す。 

現在、夏季において、熱中症予防のための安否確認をしています。また、

夏季以外は、3回連続でごみ・資源が出されていなければ電話や訪問による

安否確認をしており、こうした取組を引き続き継続していきます。 

今後、福祉部門と連携を進めるなど、見守り機能を強化し、よりきめ細か

なふれあい収集体制を図ることができるよう努めていきます。 

 

  

折り畳み式防鳥用ボックス 防鳥用ネット 
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【取組 4 区民、事業者等との協働】 

 

 

 

ごみの減量に向けた様々な取組を着実に実行するためには、区、区民、事業者

等が同じ目標を共有し、それぞれの立場で各々の強みを最大限に発揮し、一体的

に取り組むことが必要です。 

町会・自治会などの地域団体が実施する集団回収は、各団体内での適切な分別

が良好な資源の確保、地域活動の活性化につながるため、活動が継続できるよう

支援策の充実・工夫を図ります。 

 また、各事業者が実施している自主的な取組（食品用トレイなどの店頭回収等）

を推奨する等、区民がリサイクルに参加しやすい体制づくりを推進します。 

 さらに、区民の活動を支援しながら、落ち葉や剪定枝等を可能な限り資源化す

るみどりのリサイクルを推進します。 

 

具体例 

（1）集団回収の支援                       

集団回収は区民が主体となった自主的なリサイクル活動であり、各団体内

での適切な分別が良質な資源の確保につながります。また、その活動が地域の

活性化にもつながります。しかし、資源が減少傾向にあることや、活動団体構

成員の高齢化などに伴い、実施団体、資源回収量ともに減少しており、団体の

活動が継続できるよう取組を後押ししていく必要があります。 

そのため、実施団体からの相談受付や報奨金の支給を引き続き行うととも

に、実施団体の活動が継続できるよう支援の充実を図ります。 

 

（2）地域団体（町会・自治会）との連携 

清掃事務所では、杉並区町会連合会との協働による清掃懇談会、清掃研修

会、清掃施設見学会等の清掃協力事業を行っています。今後、多くの区民の理

解・協力を得てごみの減量を図るには、こうした活動を幅広い世代に向けて充

実・発展させていくことが重要であることから、効果的な実施方法等を地域団

体と共に考え、実施します。 

 

 

 



20 

 

（3）事業者の自主的な取組の促進 

各事業者が実施している自主的な資源（食品用トレイ、ペットボトル、牛乳

パックなど）の店頭回収をはじめ、様々な 3Ｒの取組を促進するため、回収場

所や回収品目、取組内容を広く周知し、区民がより身近な場所でリサイクル活

動に参加できるよう促します。 

 

（4）建築主・不動産関連団体・住宅管理者等との連携 

集合住宅については、あらかじめ資源・廃棄物の保管場所や集積所の設置及

び適切な管理を求めています。また、新たな入居者に対して、区におけるごみ・

資源の分別や収集方法を事前に文書や口頭で説明するよう建築主・不動産関

連団体・住宅管理者等に協力を求めています。 

戸建て住宅入居者への周知も含め、適正排出を徹底する観点から、今後も建

築主・不動産関連団体・住宅管理者等との連携を図ります。 

 

（5）みどりのリサイクルの推進                  

日常のみどりの維持管理から発生する剪定枝はチップに、落ち葉は腐葉土

にするなど、可能な限り資源として利用します。落ち葉感謝祭等の機会に普及

啓発を進めるとともに、区民のみどりのリサイクル活動を支援しながら、ごみ

の減量と環境への負荷低減を図ります。さらに、住宅や公共施設から発生した

落ち葉を引き取り、堆肥化して希望者に配る（仮称）落ち葉バンクの創設を検

討します。 
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【取組 5 多様な媒体を活用した啓発活動の充実】 

 

 

 

ごみ・資源の発生抑制、資源化の推進等、基本目標である「資源を大切にする

まちをつくる」ためには、区民一人ひとりの意識の向上が不可欠です。そのため、

単身世帯や高齢者世帯、情報が伝わりにくい外国人世帯や、関心があっても時間

の都合がつきにくい子育て世代等、対象別に効果的に伝わる啓発活動を実施し

ていきます。学校や保育園への出前学習、町会・自治会などでの研修会の充実は

もとより、ごみ出しルールに関心が薄いと思われる方々に向けた効果的な啓発

活動を検討・実施します。 

また、区内の各事業者の中には、環境に配慮した事業活動や取組も見られるこ

とから、これらの情報の発信にも積極的に取り組みます。 

 

具体例 

（1）多様な情報媒体を活用した啓発活動（広報紙・区ホームページ・ＳＮＳ・

「ごみ・資源の収集カレンダー」・ごみパックン等） 

スマートフォン用アプリケーション「なみすけのごみ出し達人(マスター)」

は、現在 7か国語（日本語、英語、中国語、韓国語・朝鮮語、ネパール語、ベ

トナム語、フィリピノ語）に対応しています。今後、ダウンロード数の増を目

指し工夫を図っていきます。「ごみ・資源の収集カレンダー」についても区全

世帯に配布しているという利点を生かして、資源収集後の資源化等について

区民の協力がどのような効果につながるかなど情報の見える化を進め、区民

の知りたい情報を分かりやすく伝えることができるよう、一層の工夫をしま

す。 
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（2）環境学習の充実（多世代：区立小学校全校対象、教材開発）   

子どもたちの環境に対する関心を高めるため、出前学習を実施しています。 

区立小学校全校を対象に映像教材を活用した新たな環境学習を実施すること

を通じて、子どもの頃からごみの減量やリサイクルの必要性に関心を持てる

よう働きかけを行います。また、こうした取組による環境意識の変化が子ども

から家族へも波及するような仕組みを検討し、取組を推進します。 

大人向けには、現在町会・自治会等で研修会等を実施しています。今後、動

画配信や杉並清掃工場との連携により親子や外国人向けの内容も取り入れる

など、多世代向けの環境学習を推進します。 

 

（3）外国人居住者等対策 

言語や文化等の違いから、区内の外国人居住者が区のごみ出しルールを理

解できず、事業系有料ごみ処理券を貼付しないケース等、ごみを適正に排出す

ることが困難な場合があります。このような問題を解決するために、7か国語

に対応した刊行物や英語版広報紙（Ｈｅｌｌｏ！ＳＵＧＩＮＡＭＩ）に加え、

簡単な日本語や分かりやすいイラストで表記するなど、ごみ・資源の分け方・

出し方を外国人にわかりやすく伝えられるよう工夫します。 

 

（4）ごみ・資源、清掃工場の運営状況の見える化 

 区民・事業者が区の取組の費用対効果や資源の行く末を充分に理解した上

で、日々のごみ・資源の適正分別等に意識的に取り組めるように、ごみ処理

やリサイクル事業の状況や経費・その効果等を分析・数値化し、情報の可視

化を進め、区ホームページや広報紙等による情報発信を進めます。 

 杉並清掃工場の運営状況や環境測定結果などについては、東京二十三区清

掃一部事務組合から提供される情報を区ホームページや広報紙等により区民

へ周知します。また、杉並清掃工場が実施している普及啓発イベントなどの

機会を捉えて、ごみ処理の状況を知ってもらい、開かれた清掃事業を目指し

ます。 
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【取組 6 継続的な進行管理と効率的・効果的な組織の見直し】 

本計画の推進を図るために、目標達成に向けた取組の進捗状況を定期的に点

検・評価し、適切な見直しを行っていきます。また、計画指標の達成に向けた各

主体の意識改革や行動変容を促すため、それぞれの取組状況や計画指標の達成

状況等を広く周知していきます。 

 

具体例 

（1）継続的な進行管理 

計画立案（改定）【Ｐｌａｎ】⇒計画実施【Ｄо】⇒進捗評価・目標達成評

価【Ｃｈｅｃｋ】⇒改善事項決定【Ａｃｔｉｏｎ】といったＰＤＣＡサイクル

による計画指標の達成管理を毎年度の実績値を用いて行い、計画指標の達成

状況を確認していきます。 

 

（2）災害廃棄物対策 

区では、令和 2年度(2020年度)に「杉並区災害廃棄物処理計画」を策定し、

これに基づく「杉並区災害廃棄物処理マニュアル」を作成しました。今後は、

協定先や都・東京二十三区清掃一部事務組合等関係機関、区内関係所管との協

議や調整、災害時のごみ出しルールなどの普及・啓発活動等、平常時にできる

検討や準備を着実に進めていきます。 

 

【災害廃棄物発生量（推計）】※ 

※ 東京湾北部地震（M7.3）（冬 18時・風速８m/s）を想定（杉並区で最大の被害が見込まれるため） 

 

（3）組織の見直し 

災害時における円滑な清掃事業の執行体制を確保するとともに、平常時の

清掃事業はもとより、今後ニーズが高まるふれあい収集や環境学習等を効率

的に実施できる体制の構築に向け、直営と民間事業者による収集エリアの整

理等を行い、民間事業者への委託を進めることと併せて、組織の改編等を含

めた見直しを行っていきます。 

がれき発生量 
生活ごみ発生量 

し尿発生量 
可燃ごみ、不燃ごみ、資源 粗大ごみ等 

約 149万ｔ（水害によ

る発生量は約 19万ｔ） 

約 369ｔ/日(うち避難所ごみ発

生量は約 74ｔ/日) 
約 6.2千ｔ/年 約 29 万Ｌ/日 
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第３章 生活排水処理基本計画  
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１ 現状と課題 

 区内の下水道については、ほぼ 100％整備が完了していますが、わずかに残る

下水道未普及地域にある住宅や一部の老朽化した住宅などでは、くみ取りトイ

レや浄化槽式トイレが残存しており、そのし尿の収集・運搬は引き続き実施する

必要があります。一方、事業活動に伴って排出される、し尿混じりのビルピット

汚泥、仮設便所のし尿等の処理は、事業者の責任で一般廃棄物処理業者により処

理が行われています。 

 

２ 基本方針 

 

 

 

区内の家庭から排出されるし尿の収集・運搬については、委託により事業を実

施し、東京二十三区清掃一部事務組合が管理・運営をする品川清掃作業所まで運

搬します。 

家庭から排出される浄化槽汚泥の収集・運搬については、これまで一般廃棄物

収集運搬許可業者が浄化槽清掃業と併せて実施してきました。今後も許可業者

による収集・運搬を継続していきます。 

収集したし尿や浄化槽汚泥は、品川清掃作業所で一定の処理を加え、固形分を

取り除いた後、下水道放流による処分を行い、残存物は、焼却処理した後、埋め

立て処分します。 

事業活動に伴って排出されるし尿混じりのビルピット汚泥、仮設便所のし尿

等の処理は、事業者処理責任の徹底を図っていきます。 

【し尿など処理の流れ】 
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第 4章 食品ロス削減推進計画  
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１ 食品ロスを取り巻く課題 

本来食べられるにもかかわらず、捨てられてしまっている食品ロスについて

は、国全体で、年間約 600万ｔ発生し（平成 30年度(2018年度)）、その内訳は、

約 46％の 276万ｔが家庭系、約 54％の 324万ｔが事業系となっています（農林

水産省 平成 30年度(2018年度)推計値）。 

食品ロスは貴重な資源の喪失であり、過剰に提供される料理の調理過程で使

用するエネルギーや資源が無駄になるとともに、食品の生産、輸送、調理、処分

等の過程で排出される温室効果ガスが気候変動の要因にもなっているため、解

決を図るべき重要な問題です。 

食品ロスの削減は、ごみの減量に資することから、更なる推進を図ることが求

められています。家庭系はもとより事業系に関しても区民、事業者等とも連携し、

発生抑制を中心としたより一層の取組が必要です。 

 

２ 区の現状と課題 

令和 3 年度(2021 年度)実施の「家庭ごみ排出状況調査」の結果では、家庭か

ら出る可燃ごみのうち生ごみが約 34％を占めており、そのうちの約 5％が食品

ロスです。年間に換算すると区内で約 4,532ｔが家庭系の食品ロスとして廃棄さ

れています。なお、国の試算から推計すると、事業系の食品ロスに関しても同等

以上の量が廃棄されていることが見込まれています。 

食品ロス削減のためには、製造、販売、消費の各段階における行動変容につな

げることが重要であり、区民や事業者に求められている取組を周知・啓発するこ

とが必要です。また、区自らも事業者として、学校給食等の残菜の削減や資源化

に取り組むとともに、区、区民、事業者等が協働して食品ロス削減に取り組む仕

組みを構築していくことが必要です。 

  

Ⅰ 計画策定の背景 
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国や都の食品ロス削減の基本方針を踏まえた上で、次のとおり数値目標を設

定します。官民一体となった様々な取組を展開することで目標達成を目指し、そ

の進捗状況を管理していきます。 

 

【数値目標】 

 平成 27 年度 

（2015 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 9 年度 

（2027 年度） 

令和 12 年度 

（2030 年度） 

単

位 

指標 1 家庭ごみに

おける食品ロス 
3,387 2,482 ― 2,200 1,900 1,600 t 

指標 2 食品ロス削

減に協力する店舗

数 

― ― 426 1,000 1,450 1,900 店 

 

＜指標 1＞家庭ごみにおける食品ロス（ｔ） 

国の基本方針を踏まえた上で、平成 27 年度(2015 年度)を基準として令和 12

年度(2030年度)までに約 50％以上削減し、進捗を評価します。 

※食品ロスの排出状況を定期的に把握（当該期間 2回以上の組成調査）し、進捗

を評価します。 

 

＜指標 2＞食品ロス削減に協力する店舗数（店） 

（「食べのこし 0（ゼロ）応援店」、フードシェアリングサービス導入店舗） 

区内約 5,000店舗の内、令和 12年度(2030年度)までに協力店舗数を 1,900店

舗以上とします。 

※事業者における食品ロス削減の取組状況について、定期的に把握し、進捗を評価します。 

Ⅱ 計画指標 

3,387 

2,482 
2,200 

1,900 
1,600 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

＜指標1＞

家庭ごみにおける食品ロス（ｔ）

426 

1,000 

1,450 

1,900 

0

500

1000

1500

2000

＜指標２＞

食品ロス削減に協力する店舗数（店）
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【取組１ 食品ロス発生抑制のための普及啓発活動】 

 

 

区民・事業者に対して食品ロス削減の重要性を理解してもらい、行動変容を

促すことが必要です。食べきりレシピ等を活用した広報活動や紙芝居や絵本等

を活用した保育園・学校での環境学習、各種団体と連携した取組など、幅広い

世代の方々に向けた普及・啓発を行います。 

 

具体例 

（1）「食べきり」レシピ等による広報活動 

 清掃情報誌「ごみパックン」やホームページ等様々な媒体を通して食材を有

効活用するための食べきりレシピについての広報活動を行います。 

レシピは、区と共に食品ロス削減に取り組む「食べのこし 0（ゼロ）応援店」

からも幅広く募り、レシピを通して「調理の際の過剰除去」や「食べのこし」

の防止についてわかりやすく説明するとともに、区民に対して「食べのこし 0

（ゼロ）応援店」の周知も図っていきます。 

 加えて、実践的な活動として、区内大学等との連携により、レシピを活用し

た料理教室（講座）を実施します。 

さらに、食品ロス削減月間（毎年 10月）には、集中的な啓発活動を展開し、

区民・事業者の理解・協力を求めていきます。 

また、チェーン展開する「食べのこし 0（ゼロ）応援店」等と連携し、「手前

どりＰＯＰ」を配布・活用することにより、消費者一人ひとりに対して食品ロ

ス削減の意識付けを行い、行動変容を促していきます。 

 

  

Ⅲ 目標達成に向けた取組 



30 

 

（2）食品ロス削減の紙芝居・絵本等を活用した環境学習（家庭系）の実施 

 区で作成した紙芝居・絵本等の啓発物を活用し、保育園・学校での環境学習

を行います。 

 保育園・学校で継続して行うことにより、家庭における食品ロス削減問題に

対する理解を深め、環境問題に繋げていくことを目指します。 

 また、動画を活用した啓発についても検討し、実施していきます。 

 

（3）宴会時の「食べきり」啓発物の作成・配布 

乾杯後 30 分は料理を楽しみ、お開き前の 10 分はもう一度料理を楽しもう

という「30・10運動」を事業者・区民と協働して行い、宴会時における食品ロ

スの削減を推進します。 
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【取組２ 食品ロス削減を促進させるための仕組みづくり】 

 

 

 

食品ロス削減のため区、区民、事業者等が協働して取り組めるような仕組み 

を構築することが重要です。家庭系ではフードドライブの拡充、事業系では「食

べのこし 0（ゼロ）応援店」やフードシェアリング事業を拡充していく必要が

あります。また、事業者が食品ロス削減に取り組めるよう、事業者向けのツー

ルや情報を重点的に提供していきます。 

 

具体例 

（1）フードドライブの拡充（家庭系）               

区では、食品ロスの削減と食品の有効活用を目的として、家庭で使いきれな

い食品（未利用食品）の常設受付窓口（12か所）を設

置しています（令和 3年度(2021年度)末現在）。 

提供された未利用食品は、区内の子ども食堂や社会

福祉協議会などに提供しています。 

今後は、常設受付窓口の運営と併せて、地域での自

発的な社会貢献活動となるよう関係所管と連携した

事業の拡充を図るほか、普及啓発や活動の支援にも取

り組みます。 

 

【フードドライブ受付実績】 

 平成 30年度 

(2018年度) 

令和元年度 

(2019年度) 

令和 2年度 

(2020年度) 

実績 3,282個 6,031個 6,542個 
・ 
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（2）「食べのこし 0（ゼロ）応援店」の拡充（事業系）         

区は、区民及び事業者に対し食品ロス削減への意

識向上を図るため、平成 30年(2018年)12月より小

盛メニューの提供や持ち帰り希望者への対応など

食品ロス削減に取り組む飲食店等を「食べのこし 0

（ゼロ）応援店」として登録する事業を開始しまし

た。登録店舗数は、392 店舗（令和 2 年度(2020 年

度)末現在）となりましたが、事業委託及び地域貢献

活動として令和 3年(2021年)5月に食品ロス削減に

関する協定を締結した事業者との連携・協働によ

り、計画的に拡充を図ります。 

 

（3）フードシェアリング事業の促進（事業系）           

更なる事業系の食品ロス削減を推進していくた

め、令和 2 年(2020 年)4 月にフードシェアリングサ

ービスを運営する事業者と協定を締結し、売れ残り

間際の食品を安価で消費者に提供する取組を進めて

きました。フードシェアリングアプリ導入店舗数は、

53店舗（令和 2年度(2020年度)末現在）となりまし

た。引き続き、導入店舗の拡充を図るとともに、周知

方法を工夫し、フードシェアリングサービスを食品

ロス削減のツールとして幅広く認知され、利用が拡

大するよう努めます。 
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資 料 編  
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1-1 杉並区の位置と形状 

 杉並区は、東京 23区の西端に位置し、東は中野区と渋谷区、西は三鷹市と

武蔵野市、南は世田谷区、北は練馬区と接しています。 

 区内はほぼ平坦な台地ですが、西から東へ向かって緩やかに傾斜していま

す。 

 

 

 

東経 139度 35分～40分 

北緯 35度 40分～44分 

東西 7,508m 

南北 7,159m 

面積 34.06km2 

 

  

１ 地域の特性 



35 

 

1-2 人口等 

（1）現在人口・将来人口予測 

令和 3年(2021年)1月 1日現在の人口は 573,504人（外国人を含む）です。 

令和 12年(2030年)には 587,694人になると見込まれています。 

 

【杉並区推計人口（年齢 3区分別）】 

和暦（平成） 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 6年 令和 9年 令和 12年 

西  暦 （2019年） （2020年） （2021年） （2024年） （2027年） （2030年） 

0～14歳 
59,399 60,158 60,888 61,699 61,561 60,775 

10.4% 10.5% 10.6% 10.6% 10.5% 10.3% 

15～64歳 
390,621 394,384 392,477 398,300 401,930 402,240 

68.6% 68.7% 68.4% 68.6% 68.7% 68.4% 

65歳以上 
119,112 119,576 120,139 120,343 121,528 124,678 

20.9% 20.8% 20.9% 20.7% 20.8% 21.2% 

合  計 569,132 574,118 573,504 580,341 585,019 587,694 

 

 

※推計値は小数点以下を四捨五入して表記。このため各年齢の表記上の数値を足し上げた

数値と、合計値は必ずしも一致しない。 

※令和元～3年(2019～2021年)は 1月 1日現在の住民登録人口と外国人登録人口の合計

値。4年(2022年)以降は、杉並区が推計した数値。 

119,112 119,576 120,139 120,343 121,528 124,678 

390,621 394,384 392,477 398,300 401,930 402,240 

59,399 60,158 60,888 61,699 61,561 60,775 

569,132 574,118 573,504 580,341 585,019 587,694 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

令和元年 令和2年 令和3年 令和6年 令和9年 令和12年

６５歳以上 １５～６４歳 ０～１４歳

（人）
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（2）現在世帯数と世帯人員別構成比 

 令和 3年(2021年)1月 1日現在の世帯数は 325,403世帯（外国人を含む）で

す。 

 世帯人員別の世帯数は、1人世帯が 57.7％と最も多く、2人世帯が 20.2％と

続き、2人以下の世帯が全体の約 4分の 3を占めています。 

 

  

１ 人 世 帯, 

57.7%
２ 人 世 帯, 

20.2%

３ 人 世 帯, 

12.0%

４人世帯, 8.2%

５人以上世帯, 1.8%
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1-3 土地利用・住宅 

(1)土地利用 

地目別に面積の構成比は、2,240.11haのうち宅地（住宅地区）が 95.8％と

大多数を占めており、宅地（商業地区）が 0.8％、畑・山林等は 1.6％となって

います。 

 

※ 特別区の統計、令和 2年(2020年)1月 1日現在 

 

（2）用途別家屋棟数及び床面積 

 用途別の家屋棟数は、専用住宅が 64.3％と最も多く、共同住宅が 22.1%を占 

めています。  

用途別の床面積は、専用住宅が 39.0％、共同住宅が 40.4%を占めており、こ

の 2つが全体の 4分の 3以上を占めています。 

 

【用途別家屋棟数】         【用途別床面積】 

 

※ 杉並区統計書、令和 2年(2020年)1月 1日現在 

宅地（商業地

区）, 0.8%

宅地（住宅地区）, 95．8％

畑・山林等, 1.6% その他, 1.8％

専用住宅

39.0%

共同住宅

40.4%

併用住宅

11.0%

事務所

3.6%

店舗

2.3%

倉庫

0.8%
その他

2.9%

23,029,951㎡

100%
専用

住宅, 

64.3%

共同

住宅, 

22.1%

併用住宅, 

6.8%

事務所, 

2.2%

店舗, 

0.9%

倉庫, 

0.9% その他, 

2.9%

125,349棟

100%

2,240.11ｈa 

100％ 
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2-1 ごみ・資源量 

（1）区のごみ収集量 

 令和 2年度(2020年度)の区収集ごみ量（可燃・不燃・粗大）は、100,664ｔと

なっています。区収集ごみ量は人口増加等を要因として平成 29年度(2017年度)

から増加傾向にあります。さらに、令和 2 年度(2020 年度)は新型コロナウイル

ス感染症の影響による生活様式の変化等もあり、区収集ごみ量は増加していま

す。 

 

 

（2）分別区分割合（令和 2 年度(2020 年度)） 

ごみの分別区分割合としては、可燃ごみが 93.2％と最も多く、次いで粗大ご

み、不燃ごみの順となっています。 

※ 端数処理のため合計があわない場合があります。  

106,490 
104,168 

102,115 
99,555 98,828 

96,630 96,703 96,756 97,749 
100,664 

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度元年度 2年度

2 ごみ・資源の現状 

（ｔ） 

93,836 

3,055 3,773 

100,664ｔ

100％

93.2％

可燃ごみ 

不燃ごみ 粗大ごみ 

93.2％ 

3.0％ 3.7％ 



39 

 

（3）区の資源回収量 

令和 2年度(2020年度)の資源回収量（集団回収を含む）は 38,581ｔとなって

おり、近年減少傾向でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により増加し

ました。 

 
※ 端数処理のため合計があわない場合があります。 

 

（4）区民一人 1 日当たりのごみ排出量の推移 

 区民一人１日当たりのごみ排出量について、ここ数年緩やかな減少傾向で 

したが、令和 2 年度(2020 年度)は新型コロナウイルス感染症の影響等から前年

度比で 13ｇ増加しました。 

 

※ 年間ごみ排出量（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）÷人口÷365日 

39,073 39,197 

40,500 

39,611 
39,157 

37,716 

37,187 
36,735 

36,418 

38,581 

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

（ｔ）
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474 470 466 466 
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420
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480

500
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560

（g/日）
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（5）一人 1日当たりのごみ排出量の比較 

 区の一人 1 日当たりのごみ量（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）は、23 区内

で少ない方ですが、多摩地区と比較すると、決して少ない量ではありません。な

お、収集には事業系ごみが含まれるため、事業所が多く立地する自治体において

は、一人 1日当たりのごみ排出量は高くなる傾向があります。 

【令和 2年度(2020年度)実績】（ｇ/人日） 

 
※ 23区分：令和 2年度（2020年度）清掃事業年報（東京二十三区清掃一部事務組合） 

   市町分：令和 2年度（2020年度）多摩地域ごみ実態調査（東京市町村自治調査会） 

 23区分は、区が収集した可燃・不燃・粗大・管路の合計（持込分・資源物除く）市町分

は、各自治体が収集したもののうち、可燃・不燃・粗大の合計（持込分・資源物・有害

除く） 人口は、令和 2年(2020年)10月 1日現在の総人口（外国人登録者を含む） 

中野区
杉並区
江東区
練馬区
大田区
葛飾区
板橋区
北区

江戸川区
品川区
足立区
豊島区
荒川区
文京区
目黒区

世田谷区
墨田区
台東区
中央区
新宿区
港区

渋谷区
千代田区
23区平均

日野市
立川市

西東京市
国分寺市
府中市

小金井市
東久留米市

調布市
三鷹市

東村山市
国立市
清瀬市
昭島市

東大和市
小平市
多摩市
狛江市

八王子市
羽村市

武蔵野市
稲城市
福生市
青梅市
町田市
瑞穂町

武蔵村山市
あきる野市
日の出町
奥多摩町
檜原村

多摩地域平均
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（6）事業系持込ごみ量 

 令和 2 年度(2020 年度)の一般廃棄物収集運搬許可業者によるごみ収集量及び

事業者による直接搬入量は、22,419ｔとなっています。新型コロナウイルス感染

症の影響等から、家庭から排出されるごみ量が増加した一方で、事業系持込ごみ

は大幅に減少しました。 

 

※ 持込ごみ量算出方法について 平成 20 年度(2008 年度)から排出事業者の各区の実績値

の足し上げから算出しています。 

  

25,731 25,945 
25,402 

24,832 24,938 
25,407 25,298 

26,066 26,133 

22,419 

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

（ｔ）
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2-2 資源回収 

（1）資源回収量（内訳） 

 

※ 上記回収量は、集積所回収・拠点回収・集団回収の合計。 

※ 端数処理のため合計があわない場合があります。 

 

39,073 39,197 
40,500 

39,611 39,157 
37,716 37,187 36,735 36,418 

38,581 
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(2)区民一人１日当たりの資源回収量 

 資源品目：行政回収（古紙・びん・かん・ペットボトル・プラスチック

製容器包装） 

ピックアップ回収（不燃金属・粗大金属） 

      拠点回収（小型家電） 

          集団回収（古紙・リターナブルびん・かん・布類）

 
※ ピックアップ回収…区が収集した粗大ごみ、不燃ごみの中から資源物を選別し、リサイ

クルする 

｛年間資源量（行政回収・ピックアップ回収・拠点回収・集団回収）÷人口÷365日｝ 

 

(3)資源回収率 

資源回収率とは、ごみ収集量と資源回収量のうち、古紙・びん・かん等の資源

が適正排出されている割合です。 

 

※ ｛年間資源回収量÷（年間ごみ収集量＋年間資源回収量）｝×100 
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（4）資源回収率の比較 

 区の資源回収率は、23区の中では高い方ですが、多摩地区と比較する

と、決して高くはありません。 

 
※ 23区分：令和 2年度（2020年度）清掃事業年報（東京二十三区清掃一部事務組合） 

  市町分：令和 2年度（2020年度）多摩地域ごみ実態調査（東京都市町村自治調査会） 

23区分は、（区資源量＋集団回収量）÷（可燃＋不燃＋粗大＋区資源量+集団回収量） 

市町分は、（資源からの資源化量＋集団回収量＋収集後資源化量）÷（総ごみ量+集団回 

収量） 

  

港区

中央区

中野区

杉並区

千代田区

江東区

目黒区

品川区

文京区
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（5）集団回収量と集団回収実施団体数 

集団回収対象品目：古紙・リターナブルびん・かん・布類 
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2-3 家庭ごみの排出状況調査 

（1）調査目的 

   区は、本計画において、清掃・リサイクル事業の指針やごみ減量等につい

て数値目標を定めています。家庭ごみ排出状況調査では、家庭から排出され

るごみ量及び性状などの調査を行い、新型コロナウイルス感染症のごみ性

状への影響を観察するとともに、今後のごみ減量・リサイクル推進のため基

礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

 

（2）調査内容 

期間 令和 3年(2021年)6月 22日～7月 5日 

対象 戸建て住宅 

大中規模集合住宅 

住宅商業混在住宅 

単身者向け集合住宅 

上記住居形態から 8地点の調査サンプルを回収し調査 

サンプル 可燃ごみ 2回、不燃ごみ 1回（事業系ごみは対象外） 

調査場所 杉並清掃工場 

調査内容 ごみ出し容器の形状調査、組成分析調査、未利用食品調査 
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（3）調査結果 

●ごみ出し容器の形状調査 

調査全体における容器形状別の排出量は以下に示すとおりです。可燃ごみで

は、個数で「白色系ごみ袋」が 54.68％、重量で「白色系ごみ袋」が 71.95％、

容積で「白色系ごみ袋」が 74.27％と最も大きくなっています。不燃ごみでは、

個数で「その他（直接排出、紙袋等）」が 47.66％、重量で「レジ袋」が 67.96％、

容積で「レジ袋」が 56.05％と最も大きくなっています。 

 

 

※ 
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●組成分析調査 

・可燃ごみ 

可燃ごみの組成割合（区内全体の推計※）は図表①に示すとおりです。最も

割合が多いのは「生ごみ」33.80％、次いで「その他可燃物」19.92%、「紙類」

16.74％となっています。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前に実施

した令和元年度(2019年度)組成分析調査と比較すると、「生ごみ」は約 3％減

少しましたが、「プラスチック」が約 6％増加しています。 

 

 

図表① 可燃ごみ調査全体の組成割合 

 

※ 区内全体の推計…組成分析調査結果から、区内全体の組成割合を推計したもの 

（端数処理により、総量は各数値の合計と一致しない場合がある） 

  

紙類, 16.74 ％

繊維類, 3.99 ％

生ごみ, 

33.80 ％

木草類, 4.60 ％
ごみ袋, 0.72 ％

レジ袋, 1.10 ％

ペットボトル, 0.24 ％

プラスチック, 

15.01 ％

ゴム・皮革類, 
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その他可燃物, 19.92 ％

不燃系資源物, 0.80 ％ 不燃ごみ, 0.27 ％ その他処理困難物, 1.04 ％
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・不燃ごみ 

不燃ごみの組成割合（区内全体の推計）は図表②に示すとおりです。最も割

合が多いのは「小型家電」25.81％、次いで「金属製品」16.40%、「可燃ごみ」

15.84％となっています。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と比較

すると、「小型家電」「金属製品」がそれぞれ約 5％の増加、ガラス類が約 4％

減少しています。 

  

 

図表② 不燃ごみの調査全体の組成割合 

 

※ 区内全体の推計…組成分析調査結果から、区内全体の組成割合を推計したもの 

（端数処理により、総量は各数値の合計と一致しない場合がある） 
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金属製品, 
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電池, 2.96 %

陶磁器類, 

10.92 %
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蛍光管・蛍光灯・電球, 1.58 %

その他不燃物, 4.33 %

ごみ袋, 0.17 %
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可燃系資源物, 0.95 %
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その他処理困難物, 

9.47 %
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●未利用食品調査 

・生ごみ中の未利用食品混入割合 

 生ごみ中の未利用食品混入割合は以下に示すとおりです。未利用食品は、生

ごみの 13.88％を占めており、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と

比較すると、約 4％増加しています。このような未利用食品の廃棄を削減する

ためにも、フードドライブを含めた食品ロス削減に関する各事業の推進や区民

への普及啓発に取り組むことが重要です。

 

 

・種類別排出割合 

未利用食品を種類別に「野菜果物」「魚介・肉類」「菓子類」「調味料類」「飲料」

「その他」の 6 つに区分しました。種類別排出割合は以下に示すとおりです。

「その他」を除くと、「野菜果物」37.20％が最も高く、次いで「菓子類」24．80％

となっています。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と比較すると、

「野菜果物」が約 11％増加しています。一方で「菓子類」は約 3％減少していま

す。 
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・残存量別排出割合 

未利用食品を残存量別に「100％残存」「50％以上残存」「10％以上残存」の 3つ

に区分しました。調査結果は以下に示すとおりです。「100％残存」のものが 76．

40％も含まれており、これは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と比

較すると、約 39％増加しています。一方で、「50％以上残存」は約 20％、「10％

以上残存」は約 19％減少しています。 

 

 

  

可燃ごみに含まれていた未利用食品 

（令和 3年度（2021年度）家庭ごみ

排出状況調査） 
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2-4 ごみ・資源の処理にかかる経費と収入  

 ●経費 

ごみ処理経費 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの収集・運搬等にかかる経費

（人件費等を含む） 

資源処理経費 古紙、びん、かん、ペットボトル、プラスチック製容器包装

の回収・運搬・選別・保管等にかかる経費 

（プラスチック製容器包装の再商品化に必要な経費の一部 

は区も負担） 

 ●収入 粗大ごみ・事業系ごみ処理手数料、回収した資源（古紙、びん、かん、

ペットボトル、有用金属類）の売払金 

 

【ごみ・資源にかかる経費と収入の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ごみ・資源の処理にかかる経費（年間区民一人当たり）】 

10,018 9,649 9,239 9,070 9,492 

3,623 3,551 3,560 3,739 4,018 

13,200 12,799 12,809 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

28年度 29年度 30年度 R元年度 R2年度

ごみ 資源

13,641

60 58.7 57.0 56.4 58.5

23.6 24.1 24.0 24.9 25.8

7.0 8.0 7.9 7.5 6.8
0

20

40

60

80

100

H28 H29 H30 R元 R２ （年度）

(億円) ごみ処理経費 資源処理経費 収入

84.381.2 83.6 82.8 81.0 

 28 年度    29年度    30 年度    R 元年度    R２年度 

13,510 

（円） 
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2-5 収集運搬・中間処理・最終処分 

（1） 分別区分表（家庭廃棄物） 

分別区分 具体例 出し方 

可燃ごみ 生ごみ、リサイクルできない紙

類、ゴム製品・皮革製品、汚れ

の取れないプラスチック製容

器包装 など 

ふた付き容器、中身の見える袋または杉並

区推奨「黄色いごみ袋」に入れて集積所へ

お出しください。 

不燃ごみ ガラス製品、陶磁器・瀬戸物、

刃物類、金属製品、汚れの取れ

ないガラスびん・かん など 

ふた付き容器、中身の見える袋に入れて集

積所へお出しください。 

 

【使用済みスプレー缶・カセットボンベ・

ライター】 

・なるべく使い切って、他の不燃ごみとは

別の袋に種類ごとに分けて集積所へお出し

ください。 

・スプレー缶に穴をあけるのは危険なので

やめてください。 

 

【水銀体温計・水銀血圧計】 

・集積所に出さず、回収拠点に持参してく

ださい。 

回収拠点が近くにない場合、清掃事務所へ

連絡してください。 

回収拠点：ごみ減量対策課、清掃事務所、

方南支所、高円寺車庫、環境活動推進セン

ター 

粗大ごみ 最大辺がおおむね 30cm を超え

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ受付センターにお申し込みくださ

い。 
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分別区分 具体例 出し方 

古紙 新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、

紙パック 

「新聞」「雑誌・雑がみ」「段ボール」「紙パ

ック」の種類別にひもでしばるか紙袋に入

れて集積所へお出しください。 

・紙パックは洗って開いて乾かしてお出し

ください（裏面にアルミが付いたものは可

燃ごみ）。 

・雑がみは雑誌等に挟んでも可。 

びん 飲食料用・化粧品の空きガラス

びん 

中を水ですすいで、資源用コンテナへ直接

入れるか、中身の見える袋で集積所へお出

しください。 

かん 飲食料用の空きかん（ふたやキ

ャップも含む） 

中を水ですすいで、資源用コンテナへ直接

入れるか、中身の見える袋で集積所へお出

しください。 

ペットボ

トル 

 

 

（キャップ・ラベルはプラスチ

ック製容器包装） 

中を水ですすいで、ペットボトル回収ネッ

ト、または中身の見える袋に入れて集積所

へお出しください（キャップとラベルはプ

ラスチック製容器包装へ）。 

プラスチ

ック製容

器包装 

 

 

（簡単によごれを落とせない

ものは可燃） 

ふた付き容器、中身の見える袋に入れて集

積所へお出しください。 
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（2）ごみ処理の流れ 

家庭ごみは、区が収集します。事業系ごみは、事業者が自ら、直接処理施設へ

搬入もしくは許可業者(排出事業者からの委託)によって収集されます。なお、一

日に排出されるごみ量が 50ｋｇ未満の事業者の事業系ごみは、有料にて、家庭

ごみと併せての排出を認めています。 

区が収集した資源物とごみの処理の流れは、以下のとおりです。 

可燃ごみは、東京二十三区清掃一部事務組合（以下「一部事務組合」という。）

が運営する清掃工場で焼却処理されます。 

不燃ごみは、新宿中継所（新宿区）で積み替え、圧縮され、一部事務組合が運

営する中防不燃ごみ処理センターに搬入されます。ここで破砕・選別処理によっ

て鉄やアルミニウムが資源として回収された後、清掃工場での焼却処理、または

都の運営する最終処分場で埋立処分されます。 

粗大ごみは、堀ノ内中継所（杉並区）で積み替え、一部事務組合が運営する粗

大ごみ破砕処理施設で破砕・選別処理によって鉄等が回収された後、清掃工場で

の焼却処理、または最終処分場で埋立処分されます。 

 

【ごみ処理の流れ（略図）】 

 

※写真：東京二十三区清掃一部事務組合提供 

東京都

【ごみの最終処分】

清掃工場 民間事業者 セメント
セメント原料化

杉並清掃工場

新宿不燃中継所
不燃ごみ処理センター

金属分の選別・資源化

粗大ごみ破砕処理施設

金属分の選別・資源化

（中防不燃ごみ処理センター）

小型車両で集めた不燃ごみを
資源化するために選別する

粗大ごみ中継所

小型車両で集めた粗大ごみを
可燃系粗大ごみと不燃系粗大
ごみ、金属分に選別し大型車
両に積み替える

東京二十三区清掃一部事務組合が運営

【中間処理】

建築・土木資材等
に有効利用

発生した熱エネルギーを有効利用発電した
電力を清掃工場内で利用または売却、熱
エネルギーを地域のプールに温水利用

集積所での収集

（約41,000か所）

水銀含有廃棄物の選別・
適正処理

大型コンテナに積み替え
る施設

杉並区等が実施

【収集・運搬】

堀ノ内中継所

可燃ごみ
（週2回）

鉄やアルミニウムの回収

アルミ貯蓄ヤード

不燃ごみ
（月2回）

粗大ごみ
（申込制）

中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
処
分
場

及
び
新
海
面
処
分
場

焼却

破砕・選別

破砕・選別

資
源
化

清掃工場

清掃工場
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① ごみの排出・収集 

区で収集する可燃ごみ・不燃ごみは、区内約 41,000か所の集積所への排出を

通じて収集されています。集積所の管理は、利用する周辺住民の協力により成り

立っています。 

 

②  ごみの収集運搬 

区内を 2 つの地域に分け、それぞれ杉並清掃事務所と杉並清掃事務所方南支

所が管轄しています。可燃ごみ、不燃ごみは主に 2ｔ車（小型プレス車）による

収集を行っています。家庭ごみは無料で収集していますが、一時的に多量排出し

た場合は有料となります。粗大ごみは、有料で収集（有料粗大ごみ処理券を貼付）

を行っており、品目ごとに料金が決められています。また、一日に排出されるご

み量が 50ｋｇ未満の事業者については、区による収集を有料（事業系有料ごみ

処理券を排出袋等へ貼付）で認めており、家庭ごみの収集時に併せて収集してい

ます。 

 

③中継所 

a）不燃ごみの中継所 

中継所は、収集車両が収集後遠方の処理施設まで運搬する時間を短縮するこ

とや積み替えにより処理施設へ向かう車両を減らすことで作業の効率化や交通

量、自動車公害の緩和を図るために設けられた施設です。区は、不燃ごみを新宿

中継所に搬入しています。この新宿中継所は、杉並、新宿、豊島、渋谷、中野と

練馬の 6区の不燃ごみを受け入れています。 

b）粗大ごみの中継所 

収集された粗大ごみは、堀ノ内中継所（一部は、中野区内の丸山中継所）で中

型プレス車に積み替え、一部事務組合が運営する粗大ごみ破砕処理施設に搬送

されます。 

 

④中間処理施設 

a）可燃ごみの中間処理施設 

区もしくは許可業者によって収集された可燃ごみは、東京 23区清掃一部事務

組合が運営する清掃工場で焼却処理されます。 

b）不燃ごみの中間処理施設 

区もしくは許可業者によって収集された不燃ごみは、一部事務組合が運営す

る中防不燃ごみ処理センター、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて破砕・選別

による中間処理が行われます。 

⑤最終処分場 

 



57 

 

東京都が管理・運営する最終処分場（新海面処分場）に、不燃ごみ処理センタ

ー・粗大ごみ破砕処理施設（一部事務組合が運営）からの不燃残渣を埋立処分し

ます。最終処分場はあと約 50年で満杯になると言われています。 
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（3）資源の流れ 

資源は、品目ごとに回収され、資源化施設（ヤード）で選別・資源化された後、

売却されます。プラスチック製容器包装やペットボトルについては、資源化施設

で圧縮・梱包処理を行った後、再商品化事業者に引き渡しています。 

 

  ※1 容リルート：容器包装リサイクル法による資源処理ルート 

  ※2 リ協：杉並リサイクル事業協同組合 

 

選別・圧縮・梱包
【資源化処理施設】

容リルート（※１）
【再商品化工場】

回収された形状のまま売却
独自ルート（売却）
【再商品化工場】

容リルート
（色別に各ガラス工場）

独自ルート

リサイクル協定
【東京硝子原料
問屋協同組合】

アスファルトに混ぜて区の
道路工事で利用

回収された形状のまま売却
リターナブルびん（売却）
ビール瓶・一升瓶・その他

【リ協（※２）】

洗浄・殺菌して再利用

集団回収 独自に再生ルートへ

スチール缶（売却）
【リ協】

飲料用に製缶　鉄板や鉄筋
など　鉄製品に再生

アルミ缶（売却）
【リ協】

飲料用に製缶　鋳物・脱酸
剤など

集団回収 独自に再生ルートへ

新聞（売却）
【リ協】

新聞紙、雑誌印刷
用紙など

雑誌・書籍・雑がみ（売却）
【リ協】

ボール箱、印刷用紙など

ダンボール（売却）
【リ協】

ダンボール、紙筒など

紙パック（売却）
【リ協】

トイレットペーパーなど

集団回収 独自に再生ルートへ

・新たなペットボトル
・シート化して卵パック、食
品トレイなど

ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル

集積所回収

中継

選別・破砕
【びん問屋】

ガラスびんや舗装用ブロック
として再生

選別・圧縮・梱包
【古紙問屋】古

紙

集積所回収

び
ん

選別・圧縮・梱包
【缶問屋】か

ん

集積所回収

集積所回収
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指定法人ルート

【再商品化工
場】

独自ルート
（市町村負担

分）

【再商品化工
場】

使
用
済
み
小
型

家
電

拠点回収

使
用
済
み
イ
ン
ク

カ
ー

ド
リ

ッ
ジ

拠点回収

廃
食
用
油

拠点回収

小
型
充
電
式

二
次
電
池

拠点回収

金属分の選別・資源化

「インクカードリッジ里
帰りプロジェクト」によ
りメーカー毎にリサイ
クル

飼料、肥料、石けん、
バイオディーゼル燃
料等にリサイクル

再資源化工場

古
布

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
容
器
包
装

集積所回収
選別・圧縮・梱包・保管

【資源化処理施設】

○材料リサイクル

○コークス炉化
学原料化
コークス、コーク
ス炉ガス・炭化水
素油を製造

○ガス化
アンモニアを精製

海外へ輸出され古着として活用されるほ
か工業用のウエス、国内のリサイクル
ショップへ

選別・梱包
【古布問屋】

拠点回収
集団回収
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2-5 生ごみの減量 

（1）家庭用生ごみ処理機助成 

家庭における生ごみの有効利用を進めるため、家庭用生ごみ処理機の購入費

補助助成を行っています。 

 

家庭用生ごみ処理機助成件数 

 

 

（2）フードライブ 

食品ロスの削減と食品の有効活用を目的に、家庭で使いきれない未利用食品

の回収を受付窓口で行っています。 

提供された未利用食品は、区内の子ども食堂や社会福祉協議会等に提供して

います。 

 

●フードドライブ受付個数 
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受付個数 ： 個
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（件） 
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